
ページ数 項　　　目 担当府省 実施時期
昨年度の
統計委員
会の評価

実施済・
実施予定
等の別

審議に当たって、共通的な視点等を勘案して確認・留意すべき点等

42
(no.41)

(3) 福祉・社会保
障全般を総合的
に示す統計の整
備

○　社会保障給付費について、諸外国の統計との国際比較を十分
に行えるようにするため、内閣府の協力を得て、各種の国際基準
（ＳＮＡ、ＥＳＳＰＲＯＳ（欧州統合社会保護統計制度）、ＳＯＣＸ（Ｏ
ＥＣＤ社会支出統計）、ＳＨＡなど）に基づく統計との整合性の向
上について検討する。

厚生労働
省

平成21年度か
ら検討を開始
し、できるだけ
早期に結論を
得る。

実施済は
妥当。

○
　

○

当該課題への対応も含め、社会保障給付費の基幹統計としての指
定について、平成24年３月16日に統計委員会に諮問され、平成24
年４月20日に統計委員会において基幹統計化を適当とする答申
が採択された。
　国際比較性の向上という課題に対応するため、OECD基準表に
よる集計を充実させるとともに、SNAとの関係を含めた解説を加える
こととし、従来のILO基準表による集計と合わせて新たな「社会保障
費用統計」を公表することとした。

実施済 社会保障関係費用に関する統計はあるが、受益者サイド、あるいは医
療・福祉現場サイドの情報は不十分であると考えられるが、現状で十
分なのか。

注）斜体部分は、平成23年度統計法施行状況報告において報告された内容

第２　公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
２　統計相互の整合性及び国際比較可能性の確保・向上に関する事項
 (3)　福祉・社会保障全般を総合的に示す統計の整備

【本文】
ア 現状・課題等
　年金、医療、福祉等、社会保障や社会福祉等の制度を通じて１年間に国民に給付される金銭又はサービスについては、総額とともに、高齢者対策、保健医療等の機能別に積算した額等が社会保障給付費として毎年、公表されている。少子高齢化が急速に進展している我が国において、福祉・社会保障の問題
は国民の大きな関心事となっており、これらを総合的に示す統計の重要性が高まっている。
　しかしながら、諸外国の統計との比較という観点からは、ＩＬＯ（国際労働機関）の基準には準拠しているものの、それだけでは、国際比較を十分に行えないとの指摘や、同一事項に係る国民経済計算のデータとの整合性の向上が必要であるとの指摘がある。

イ 取組の方向性
　社会保障給付費については、福祉・社会保障全般の姿を総合的に示す指標として位置付けた上で、諸外国の統計との比較可能性を向上させる観点から、国民経済計算を含め、各種の国際基準に基づく統計との整合性の向上について検討する。

【別表】（平成２４年度　統計法施行状況報告）

具体的な措置、方策等 平成24年度中の検討状況又は進捗状況
平成25年度中の見込

み、課題等

第２WG担当 
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ページ数 項　　　目 担当府省 実施時期
昨年度の
統計委員
会の評価

実施済・
実施予定
等の別

審議に当たって、共通的な視点等を勘案して確認・留意すべき点等

43
(no.42)

第２
２ 統計相互の整
合性及び国際比
較可能性の確
保・向上に関す
る事項
(4) 医療費に関
する統計の国際
比較可能性の向
上

○　医療費に関する統計の体系的整備、国際比較可能性の向上
の観点から、保健医療等の分野全体の医療費をマクロでとらえる
統計（ＯＥＣＤのＳＨＡ手法に基づく保健医療支出推計）を公的
統計として位置付けることについて、できるだけ早期に結論を得
られるよう、学識経験者や利用者を含めて検討する。

厚生労働
省

平成21年度か
ら検討を開始
し、できるだけ
早期に結論を
得る。

次年度以
降の審議
対象とす
る。

○　医療費に関する統計の体系的整備、国際比較の可能性の向上
の観点から、保健医療等の分野全体の医療費をマクロでとらえる統
計を公的統計として位置付けることを検討するために、有識者を構
成員とした「医療費統計の整備に関する検討会」を設置し、開催し
てきた。

　　第１回　平成22年４月26日
　　第２回　　　同　　12月９日
　　第３回　平成23年３月14日（地震の影響により、持ち回り開催に
 　　　　　　 変更）
　国民医療費及びSHA手法の現状を踏まえて課題を抽出し、推計
手法、推計に当たっての課題等について検討を進め、その結果を
基に公的統計として位置付けることについて、平成23年３月に同検
討会から以下の指摘を受けた。
（指摘事項）
　･国民医療費、ＳＨＡについては、まずこれらの重要性を社会に
　  認識いただき、その地位が高まって広く活用されることが重要で
 　 ある。
　・公的統計として位置付けることを検討する際には、ＳＨＡが民間
　  機関の事業として作成されている状況にあることを考慮する必要
　  がある。ＳＨＡの作成を継続して精度の高い統計を作成していく
 　 ためには、作成主体が国であれ民間であれ、情報、経費及びマ
 　 ンパワーが必要であり、何らかの形で国が関与していく体制を
　  整備する必要がある。
　・ＳＨＡによる国際比較性を担保した上で、既存の統計を利用し
　  ていくことが現実的な方向性である。
　・現時点においても様々な課題があり、どれか特定の面だけの観
　  点から公的統計化を一義的に考えるのではなく、新たなデータ
 　 ソースの活用可能性も含め、今後も継続して検討を進めることも
　  必要である。

実施済 医療費統計の国際比較は重要な問題であるが、比較可能性を厳密
に議論することは、1国内の統計の問題ではなく、ＯＥＣＤやＩＬＯ、Ｕ
Ｎなどの 国際機関で議論すべき問題である。しかし、国際基準や望
ましい統計のあり方を考える必要はあるだろう。

　厚生労働省としても、上記の指摘事項を踏まえ、別途、「厚生労
働統計の整備に関する検討会」においても検討をした結果、平成
23年12月に、医療費に関する統計の国際比較可能性の向上のた
めには、現時点で直ちに公的統計化するのではなく、その前にま
ず国民医療費を始めとした既存統計において、データ精度を向上
させる等の充実を図ることにより、現在作成されているＳＨＡの質の
担保に貢献していくことが重要であるとの結論を得た。

(対応状況等）
　上記「厚生労働統計の整備に関する検討会」の検討結果におけ
るＳＨＡの質の担保に貢献するため、平成22年度国民医療費の作
表において推計方法の全面的な再検討を行うとともに、把握可能
な資料を元に推計することにより統計の精度向上及び結果の拡充
を図った。

第２　公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
２　統計相互の整合性及び国際比較可能性の確保・向上に関する事項
(4)　医療費に関する統計の国際比較可能性の向上

【本文】
ア　現状・課題等
　我が国の医療は、国民皆保険制度の下、高い保健医療水準を維持するとともに、世界最高水準の平均寿命を実現してきた。この公的医療保険制度により賄われる医療費に関する統計は、昭和29年度以降、医療経済における重要な指標の一つとして整備されている。
　他方、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）は、医療保険対象外の予防・健康関連サービス、医療制度の運営、設備投資等の費用を含めたＳＨＡ（国民保健計算の体系（A System of Health Accounts））を国際データ収集の枠組みとして開発し、マクロな保健医療支出推計の国際比較データの収集及び提供を行って
おり、我が国においても、高齢化の進展を背景にして、疾病予防や健康管理を重視する施策への転換、国民の健康や医療費に対する関心の高まり等により、これまでの公的医療保険制度に係る医療費推計に加えて、医療保険対象外の予防・健康サービス等の費用を含めた国際比較可能な保健医療支出推計
に関する統計の整備の必要性が指摘されている。

イ　取組の方向性
　こうした状況を踏まえ、医療費に関する統計の体系的整備、国際比較可能性の向上の観点から、保健医療等の分野全体の医療費をマクロでとらえる統計（ＯＥＣＤのＳＨＡ手法に基づく保健医療支出推計）を公的統計として位置付けることについて検討する。

【別表】（平成２４年度　統計法施行状況報告）

－

具体的な措置、方策等 平成24年度中の検討状況又は進捗状況
平成25年度中の見込

み、課題等
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ページ数 項　　　目 担当府省 実施時期
昨年度の
統計委員
会の評価

実施済・
実施予定
等の別

審議に当たって、共通的な視点等を勘案して確認・留意すべき点等具体的な措置、方策等 平成24年度中の検討状況又は進捗状況
平成25年度中の見込

み、課題等

【主な改善内容】
　・「一般診療医療費」を「医科診療医療費」と「療養費等」へ細分
化
　・「公費負担医療給付費分」の「その他」から「児童福祉法」、「特
定
　　疾患治療研究費」及び「地方公共団体単独実施」を細分化
　・「高額療養費」の支給金額の推移表を追加
　・「石綿による健康被害の救済に関する法律」に係る医療給付費
を
　　公費負担分と事業主負担分に分割計上
　・「被用者保険」の被保険者、被扶養者、高齢者別の推計につい
　　て、「健康保険・船員保険事業年報」の支払確定額を活用
　・国家公務員災害補償法の適用外となる特別職の防衛省職員及
　　び裁判所職員の災害給付を新たにデータソースとして活用
　・従来は保険給付額（7割分）のみで全体を推計していたが、医療
　　費総額（10割分）が入手可能となったため、医療費総額（10割
　　分）と保険給付額（7割分）を活用する推計方法に変更
　・従来は、医科診療医療費の「病院」、「一般診療所」別の推計に
1
　　ヶ月分の支払額により推計を行っていたところ、年間の支払確
定
　　額を用いる推計方法へ変更
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ページ数 項　　　目 担当府省 実施時期
昨年度の
統計委員
会の評価

実施済・
実施予定
等の別

審議に当たって、共通的な視点等を勘案して確認・留意すべき点等

52
(no.104)

第２
３　社会的・政策
的なニーズの変
化に応じた統計
の整備に関する
事項
(9) その他

○　平成22年国勢調査の実施状況を踏まえ、残された調査実施上
の課題について、平成27年以降の国勢調査において、更なる改
善を図るとともに、調査の内容面について、広く世の中のニーズ
を踏まえて検討する。

総務省 平成27年調査
の企画時期ま
でに結論を得
る。

○

○

○

　平成22年国勢調査では、東京都においてインターネットを用いた
回答方式を導入するなど、調査結果の精度向上に向けた取組を実
施し、平成23年度には、調査実施状況の概要を取りまとめた。
　平成27年国勢調査についても、平成23年度から有識者を含めた
検討会を開催し、円滑な実施に向けた検討を開始。
　平成24年度においては、第１次試験調査を実施し、諸外国による
事例を参考にインターネットによる回答を推進するための調査方法
等を検証。

実施可能 東日本大震災の影響を測るために、「5年前の居住地」を2015年国勢
調査でも質問項目に取り入れるのかどうかを確認したい。

第２　公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
３　社会的・政策的なニーズの変化に応じた統計の整備に関する事項
(2)　少子高齢化等の進展やワークライフバランス等に対応した統計の整備

【本文】
ア　現状・課題等
　少子高齢化等の進展への対応は、我が国における最重要課題の一つとなっている。とりわけ「若者や女性、高齢者の労働市場参加の実現」と「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」の同時達成の鍵は、就業と結婚や出産・子育てとの二者択一構造の解決にあるとされている。このため、ワークライフバラン
スにも配慮し、結婚、出産、子育て期の男女、とりわけ女性が就業しつつも、同時に、結婚や出産・子育てをしやすい環境の整備が強く求められている。こうした少子高齢化等の進展への対応の検討を客観的に行うためには、基礎となる統計の整備が不可欠である。

イ　取組の方向性
　このため、男女共同参画の視点を踏まえつつ、結婚、出産、出産後も子育てしながら就業できる環境作りなどに関する実態を的確にとらえる観点から、今後、特に、①配偶関係、結婚時期、子供数等の少子化に直接関連するデータの大規模標本調査による把握、②就業と結婚、出産、子育て、介護等との関係を
より詳細に分析するための適時・正確な関連統計の整備について検討する。

【別表（関連項目）】（平成２４年度　統計法施行状況報告）

平成25年度は第２次
試験調査を実施し、
モバイル端末にも対
応したインターネット
回答の仕組みの構築
やインターネット回答
の推進に伴う円滑な
事務処理方法につい
て実地に検証を予
定。

具体的な措置、方策等 平成24年度中の検討状況又は進捗状況
平成25年度中の見込

み、課題等
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